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事実の概要

　１　Ｘは、クレジットカード会社Ｙ１、Ｙ２との
間で、それぞれクレジットカード契約を締結し、
Ｘの妻であった亡Ａは家族会員としてＹ１、Ｙ２か
ら貸与された各家族カードを使用していた（以下、
クレジットカードを「カード」という）。
　各カード契約の規約には、会員がカードの紛失、
盗難等で他人にカードを使用された場合、それに
より生じる一切の債務を会員が負担すると定める
一方で、次のような約定があった。
　Ｙ１規約によると、会員が紛失、盗難等の事実
を速やかにＹ１に連絡のうえ、警察署に届け、か
つ所定の書類を提出した場合、Ｙ１がその連絡を
受理した日の60日前以降に発生した損害につき、
Ｙ１は会員に対しその支払を免除する（Ｙ１規約 19
条 1 項ただし書）。ただし、会員の家族、同居人、
留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話
をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与
し、又は不正利用した場合、支払免除の対象にな
らない（同 19条 2項 2号〔Ｙ１家族条項〕）。
　Ｙ２規約によると、会員が紛失、盗難により他
人にカードを不正利用された場合であって、規
約に従い警察及びＹ２への届出がなされたときは、
不正利用により会員が被る損害を塡補する（Ｙ２
規約 14 条 1 項）。ただし、会員の家族、同居人、
送付したカードの受領の代理人による不正利用の
場合、Ｙ２は塡補の責任を負わない（同 14 条 3 項
3号〔Ｙ２家族条項〕）。
　２　ＸとＡは平成 10 年に婚姻し、長男が出生
したが、平成24年頃から別居状態になった。Ａは、
長男とともに生活し、生活費を本件各家族カード

を含むＸ名義の契約に基づいて貸与されたカード
により支払っていた。
　Ａの姪Ｂは、平成 28 年当時は月に 1回程度、
Ａの自宅に遊びに行っていた。
　３　Ｂは、平成 28 年 10 月 6 日及び 24 日、Ａ
の自宅を訪れ 3時間程度滞在し、その間、15 分
から 20 分程度屋外に出たことがあった。Ａは、
Ｂの滞在中、本件家族カードを入れた財布をかば
んに入れ玄関かリビングに置いていた。
　平成 28 年 10 月 6 日及び 24 日、飲食店におけ
る過去の売掛金の支払として、Ｙ１家族カードに
より、同月 6 日に 475 万 2000 円（本件取引 1）、
同月 24 日に 76 万 1200 円（本件取引 2）の決済が、
Ｙ２家族カードにより、同月 6日に 79 万 4200 円
（本件取引 3）の決済があった。
　Ｘは、平成 28 年 10 月頃、Ｙ１、Ｙ２から利用
明細書を送付され、同月 6日における家族カード
の利用状況を知り、同年 11 月 1 日頃、Ｙ１、Ｙ２
に対し、本件カード利用はＢが盗用したものと
思われる旨の連絡をした。しかし、Ｙ１は支払を
免除できないと、Ｙ２は姪が家族にあたり損害の
塡補を拒否すると回答した。同月 16 日、Ｘは、
Ｙ１に対し本件取引 1、2 について利用代金の支
払停止を申し入れ、同月 22 日、警察署に対し本
件カード利用に関して盗難の届出をした。
　Ｘは、Ｙ１、Ｙ２に本件カード利用の代金相当額
を支払った。
　そこで、Ｘは、Ｙ１に対し債務不履行による損
害賠償又は不当利得の返還として、Ｙ２に対し規
約に基づく損害の塡補又は不当利得の返還とし
て、それぞれに支払った代金相当額及び遅延損害
金の支払を求めた。また、本件店舗がＹ３のウェ
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ブサイトにおいてＹ３グループを構成すると掲載
されていることから、Ｙ３に対し、加盟店として
本人確認すべき義務を怠ったことなどを理由に不
法行為責任又は名板貸責任として、Ｙ１及びＹ２に
支払った代金相当額及び遅延損害金の支払を求め
た。
　本判決の争点は多岐にわたる。紙幅の都合上、
Ｙ１に対する請求を中心に特徴的な争点のみを詳
しく取り上げる。

判決の要旨

　本判決は、詳細な事実認定のもとで、本件カー
ド利用についてＸの義姪Ｂが本件各家族カードを
盗取し氏名不詳者が本件店舗で未払飲食代金を決
済したものと認めるのが相当であるとしたうえ
で、次のように判示した。

　１　Ｙ１に対する請求
　(1)　Ｂの「会員の関係者」該当性
　「……Ｙ１規約には、上記〔Ｙ１家族条項のいう〕
『会員の関係者』の意味内容を具体的に定義した
定めは存在しないところ、……〔Ｙ１家族条項〕は、
クレジットカードの不正利用のリスクを会員に配
分する観点から、会員と一定の関係性のある人物
による不正利用を支払免除の対象から除外する規
定であること、『会員の関係者』としては、会員
の家族、同居人、留守人、会員の委託を受けて身
の回りの世話をする者が例示されているところ、
これらはいずれも会員と共同生活を営むなどして
社会生活上密接な関係にある者であることからす
ると、上記『会員の関係者』についても、例示さ
れた会員の家族等に準じる程度に社会生活上密接
な関係にある者を指すものと解される。
　しかし、Ｂは、Ａの姉の子であるというにとど
まり、……ＸあるいはＡと同居していたものでも
生計を一にしていたものでもなく、Ａの自宅に月
に1回程度遊びに来るという関係にあったに過ぎ
ないのであるから……〔会員の〕家族、同居人等
に準じる程度に社会生活上密接な関係にあったも
のとは認められず、本件カード利用につき、……
『会員の関係者』が盗難に関与したとか不正使用
したなどと認めることはできない。」
　(2)　Ｙ１規約上の管理義務違反等の有無
　「……〔Ｙ１規約上、家族会員である〕配偶者に

家族カードが貸与されている場合において、当該
配偶者と別居したり、当該配偶者との婚姻関係が
破綻したりした際に、家族カードを返却すべきこ
とを定めた規定は存在しない。
　……夫婦は、互いに協力し扶助しなければなら
ず（民法 752 条）、別居した場合でも、自己と同
程度の生活を保障するいわゆる生活保持義務を負
うのであるから、平成 28 年 10 月当時、ＸとＡ
が離婚に向けた協議を行っていたこと……を考慮
しても、本件Ｙ１契約における家族会員であるＡ
が日常的な生活費の支払を行うために本件Ｙ１家
族カードを使用することが家族カードの貸与の趣
旨に反するということはできないのであり、……
〔Ｘが〕管理義務に違反したものと評価すること
はできない。」
　「……〔Ｙ１規約には〕婚姻関係が破綻した場合
にかかる届出を行う旨は具体的に定められておら
ず、……婚姻関係の破綻の有無は、法的評価を含
むものであり必ずしも一義的に明らかな事柄では
ないことを考慮すると、婚姻関係が破綻した場合
に会員が……Ｙ１に届出をする義務を負うものと
認めることはできない。」
　「……クレジットカードを財布の中に入れ、そ
の財布をかばんの中に入れること自体はクレジッ
トカードの通常の使用方法であり、……〔Ａが〕
管理義務を怠ったものと評価することはできな
い。」
　(3)　Ｙ１の不当利得の有無
　ア　「……Ｘは、……〔本件取引 1、2 の〕支
払が免除され、本件Ｙ１契約に基づく利用代金支
払義務を負わないのであるから、Ｙ１は、……Ｘ
から受領した代金相当額……につき、法律上の原
因のない利得として返還すべき義務を負う。
　なお、Ｘは、Ｙ１に対してＹ１規約第 19 条第 1
項にいう『所定の書類』を提出していないとこ
ろ……〔Ｙ１が必要書類を発送しなかった等の〕
経過に鑑みれば、『所定の書類』は、支払が免除
される場合に確認的に提出されるものに過ぎず、
Ｙ１規約第 19 条第 1 項の定めによる支払免除の
成否に関する要件ではないと解するのが相当であ
る。」
　イ　「……Ｙ１とＣ〔加盟店契約会社〕との間の
契約の具体的内容は本件証拠上明らかではないも
のの、Ｙ１が同契約に基づいて立替払いをしたと
しても、Ｘから受領した……代金相当額の給付が
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存するため、Ｙ１のＣに対する立替払義務が消滅
し、総体としての財産の減少を免れているという
関係にあるのであるから、Ｙ１に利得がないとか
利得が消滅したなどということはできない。」
　したがって、Ｙ１は、Ｘに対し、Ｘから受領し
た本件取引 1、2の利用代金相当額を不当利得と
して返還する義務を負う。

　２　Ｙ２に対する請求
　規約の定め方の違い等により異なる部分はある
が、上記判旨１(1)、(2)、(3) アとほぼ同様の理由
から、Ｙ２は、Ｙ２規約 14 条 1 項により、本件取
引 3の代金相当額の支払によってＸに生じた損
害を塡補すべき義務を負うとした。

　３　Ｙ３に対する請求
　本件各取引時に、Ｙ３が本件店舗を運営してい
たこと、本件店舗がＹ３の商号を使用していたこ
とを認めるに足りる証拠はないとして、Ｘの請求
を認めなかった。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、会員Ｘがカード会社Ｙ１とＹ２に支
払った、別居中の配偶者Ａが利用する家族カード
をＡの姪Ｂが不正利用した代金相当額につき、Ｘ
によるＹ１に対する不当利得返還請求、及びＹ２に
対する規約に基づく損害の塡補請求を認めたもの
である。本件事案の特徴として、不正利用にＸの
義姪Ｂが関与していた点、不正利用がなされた当
時ＸとＡが別居していた点が挙げられる。そのた
め、不当利得返還請求等の判断にあたり、①家族
条項が適用される者の範囲や、②配偶者との別居、
婚姻関係破綻時に家族カードの返却義務を負うか
等が問題となった。これらは、これまでの裁判例
ではみられなかった争点である。また、③カード
会社が既に加盟店契約会社（カード取引には、カー
ド発行会社〔イシュア〕と加盟店の審査や管理等を
行う加盟店契約会社〔アクワイアラ〕とが同じ会社
であるオンアス取引と、イシュアとアクワイアラと
が異なる会社であるオフアス取引とがあり、本件は
後者である）に立替払していた場合にカード会社
に利得があるかにつき、本判決がそれを認めた点
にも意義があろう。

　これらの中心的争点のうち、②については、本
判決が挙げる理由は婚姻関係の破綻と民法 752
条や 760 条との関係に関する通説や裁判例に概
ね沿ったものである１）との指摘をここでするに
とどめ、以下、①③を検討する。

　二　家族条項が適用される者の範囲
　カードの不正利用があった場合、多くの規約に
よると、会員は原則としてカード会社への支払義
務を免れず、ただし、一定の手続をとることで、
所定の例外に該当する場合を除き支払義務が免除
される（支払免除型。規約によって法律構成は異な
る）。その例外の 1つとして、会員の家族等によ
る不正利用が定められている（家族条項）。
　もっとも、家族条項が適用される者の範囲は不
明確であることが多い２）。本件事案では、義姪Ｂ
がＹ１家族条項の「会員の関係者」やＹ２家族条項
の「会員の家族」に該当するかが争われた。
　本判決は、Ｙ１家族条項における「会員の関係
者」につき、家族条項が不正利用のリスクを会員
に配分するものであることやそれが適用される者
の例示から、例示された会員の家族等に準じる程
度に社会生活上密接な関係にある者を指すとした
うえで、ＢがＡの姪であるにとどまることのほか
に、ＸやＡと同居しても生計を一にしてもいない
といった具体的事情を考慮し、Ｂを「会員の関係
者」にあたらないとした。また、Ｙ２家族条項に
おける「会員の家族」についても、会員と共同生
活を営み社会生活上密接な関係にある親族を指す
ものと解されるとして、同様の判断をした。
　家族条項が置かれる理由につき、学説や裁判例
は次のように指摘する３）。一方で、会員は、家族
など社会生活上密接な関係にある者に対して生活
上の利便性等から貸与禁止規約に反し安易にカー
ドの占有を移転する可能性があり、また、会員の
家族等は、他の第三者に比べはるかに容易にカー
ドの占有を無断取得できる。他方で、カード会社
側からすると、会員側の家庭内事情に踏み込んで
それが会員の使用・保管義務違反によってなされ
たことを立証することは困難である４）。
　会員の親族であっても、安易にカードの占有を
移転されるような関係になく、かつ容易にカード
の占有を無断取得できる立場にない者もいる。上
記家族条項の趣旨に照らせば、本判決の判断は妥
当であろう。
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　三　カード会社の立替払と利得消滅の有無
　会員が不正利用に係る代金相当額をカード会社
に支払い、かつカード会社が加盟店（オンアス取
引の場合）やアクワイアラ（オフアス取引の場合）
に立替払した場合、学説や裁判例には、カード会
社に利得がなく、会員によるカード会社に対する
不当利得返還請求は認められないとするものがあ
る５）。
　しかし、一定の場合に不正利用のリスクをカー
ド会社が負担すると規約で定める一方で、加盟店
等に立替払した場合にはカード会社が返還義務を
負わないとするのは、当該規約の趣旨と相いれな
い６）。当該規約との関係で次のようにいえるため、
カード会社が立替払をしても利得は消滅せず、会
員による不当利得返還請求は認められると解すべ
きであろう。第 1に、Ｙ１規約のように支払免除
型の場合、会員による弁済は非債弁済となるが、
当該規約の趣旨からすれば、支払免除事由に該当
する場合には返還請求する旨を留保してなされた
弁済となろう７）。会員が支払済みであることを理
由に、会員による不当利得返還請求を否定すべき
ではない。第 2に、民法 703 条の趣旨は自身に
利得が属すると信じた受益者の信頼保護にある
が８）、当該規約があるため、同条によってカード
会社を保護すべき理由はないであろう。本判決の
結論に賛成である。
　ただし、判旨１(3) イには疑問が残る。オフア
ス取引におけるイシュアとアクワイアラ間では、
原則としてイシュアが不正利用に係るリスクを負
担し、チャージバック制度等で調整が図られる９）。
不正利用があった場合に、当然に立替払義務が消
滅するわけではない。なお、このように契約ごと
に不正利用のリスク調整がなされている点から
も、立替払によるカード会社の利得消滅は成立し
ないとすべきである。

　四　おわりに
　本件では、家族条項の適用範囲や別居中の配偶
者に対する家族カードの貸与の可否等につき、明
確な規定がなかったためにその解釈が問題となっ
た。今後は規約上に関連する条項が整備される可
能性があるが、置かれた条項が有効か否かは別の
問題である。たとえば家族条項の趣旨から離れて
広く適用対象となる者の定義規定を置くならば、
その有効性が問われよう。
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ないとの主張にあたりＹ１が挙げた最判昭 28・6・16 民
集 7巻 6号 629 頁及び最判平 10・5・26 民集 52 巻 4 号
985 頁と本件とは事案を異にするという。この判断は上
記観点からも首肯しうる。

７）留保付き弁済には民法 705 条は適用されない（藤原正
則『不当利得法』（信山社、2002 年）64 頁以下、窪田
充見編『新注釈民法 (15)』（有斐閣、2017 年）186 頁［川
角由和］、最判昭 35・5・6民集 14 巻 7号 1127 頁など）。

８）最判平 3・11・19 民集 45 巻 8 号 1209 頁。類型論の
立場からも、非債弁済の不当利得では民法 703 条の目的
は同様である（窪田編・前掲注７）110 頁［藤原正則］）。

９）伊藤栄寿「クレジットカード決済システムの構造」千
葉惠美子編『キャッシュレス決済と法規制』（民事法
研究会、2019 年）308 頁以下など。また、東京地判平
21・11・11 判タ 1338 号 112 頁は、イシュア・アクワ
イアラ間の契約で不正利用のリスクを原則としてイシュ
アが負担すると定められているため、イシュアが不正利
用に係る債権譲渡の無効を主張できず、その結果、当該
債権譲渡が有効なものと扱われるとする。


